
14

お
知
ら
せ

障
が
い
が
あ
る
方
の
た
め
に
使
用
す
る
自
動
車
は
、 

　
　
　
　
　
　
　
　

税
金
が
減
免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

 

身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、

療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
の
い
ず
れ
か
を
お
持
ち
で
、
障
が
い

の
程
度
が
一
定
の
範
囲
に
該
当
す
る
方

※ 

令
和
２
年
度
か
ら
対
象
と
な
る
等
級
が
一
部
変

更
に
な
り
ま
し
た
。詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

減
免
対
象
車
両

　

対
象
車
両
は
、
軽
自
動
車
・
普
通
自
動

車
の
い
ず
れ
か
１
台
で
、
事
業
用
の
も
の

は
除
き
ま
す
。

①
障
が
い
者
が
所
有
・
運
転
す
る
も
の

② 

18
歳
未
満
の
障
が
い
者
と
生
計
を
共
に

す
る
ご
家
族
が
所
有
・
運
転
し
、
障
が

い
者
の
通
院
・
通
学
等
に
使
う
も
の

③ 

障
が
い
者
が
所
有
し
、
生
計
を
共
に
す

る
ご
家
族
が
運
転
し
て
障
が
い
者
の
通

院
・
通
所
等
に
使
う
も
の

※ 

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
・
療
育
手
帳

Ａ
の
場
合
は
、生
計
を
共
に
す
る
ご
家
族
が
所

有
す
る
場
合
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

④ 

単
身
ま
た
は
障
が
い
者
等
の
み
の
世
帯

が
所
有
し
、
常
時
介
護
す
る
方
が
運
転

す
る
も
の

⑤ 

構
造
上
障
が
い
者
等
の
た
め
に
利
用
さ

れ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

 

自
動
車
検
査
証
ま
た
は
標
識
交
付
証

明
書
、運
転
免
許
証（
運
転
さ
れ
る
方
の

も
の
）、個
人
番
号
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知

カ
ー
ド
、身
体
障
害
者
手
帳
等（
原
本
）

※ 

軽
自
動
車
税
の
場
合
は
、納
税
通
知
書
と
印
鑑

も
必
要
で
す
。

※ 

自
動
車
税
で
ご
家
族
が
運
転
す
る
場
合
は
、同

一
生
計
証
明
書（
市
役
所
障
が
い
福
祉
窓
口
で

交
付
）、通
院
・
通
学
等
の
証
明
書（
各
病
院
・
学

校
等
で
交
付
）が
必
要
で
す
。

申
請
期
間

　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

　

 
納
税
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日
か
ら
６

月
１
日
㈪
ま
で

　

自
動
車
税
（
種
別
割
）

　

６
月
１
日
㈪
ま
で

・

　

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
に
つ
い
て

　

税
務
課　

市
民
税
係

　

☎
63
―
５
１
１
０

　

自
動
車
税
（
種
別
割
）
に
つ
い
て

　

県
佐
渡
地
域
振
興
局
県
税
部
収
税
課

　

☎
74
―
３
３
１
０

慰
霊
巡
拝
事
業
が 

　
　
　
　
　

行
わ
れ
ま
す

　

厚
生
労
働
省
で
は
、
旧
主
要
戦
域
に
お

け
る
戦
没
者
を
慰
霊
す
る
た
め
、
ご
遺
族

を
対
象
に
慰
霊
巡
拝
事
業
を
行
っ
て
い
ま

す
。
参
加
を
希
望
さ
れ
る
ご
遺
族
の
方
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

実 

施
地
域　
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国
、
イ

ル
ク
ー
ツ
ク
州
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
共
和
国
、

ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
地
方
・
ユ
ダ
ヤ
自
治
州
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
中
国
東
北
地
方
（
旧

満
州
地
区
全
域
）
、
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ

ア
、
沿
海
地
方
、
ビ
ス
マ
ー
ク
諸
島
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ト
ラ
ッ
ク
諸
島
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
、
硫
黄
島

実
施
予
定
時
期

　

８
月
下
旬
～
令
和
３
年
２
月
中
旬

県
福
祉
保
健
課
援
護
恩
給
室

　

☎
０
２
５
―
２
８
０
―
５
１
８
０

佐
渡
産
農
水
産
物
の
島
外 

出
荷
等
に
か
か
る
海
上 

輸
送
費
を
補
助
し
ま
す

 

市
内
に
本
社
ま
た
は
支
店
等
が
あ
り
、

佐
渡
で
生
産
さ
れ
た
農
水
産
物
を
島
外

へ
出
荷
す
る
団
体
や
事
業
者

※ 

市
地
域
社
会
維
持
推
進
協
議
会
へ
の
加
入
が
条

件
で
す
。

 

佐
渡
で
生
産
さ
れ
た
農
水
産
物
の
島
外

移
出
・
そ
れ
ら
の
原
材
料
の
移
入
に
か

か
る
海
上
輸
送
費
の
５
分
の
４
以
内
を

補
助
し
ま
す
。

 

宅
配
便
利
用
に
よ
る
移
出
入
は
対
象
外

で
す
。

５
月
29
日
㈮

・

農
業
政
策
課　

販
売
流
通
係

　

☎
63
―
５
１
１
７

「小児科」の 
初診時特定療養費を 

助成しています
　初診時特定療養費は、大病院が
紹介状なしで受診した場合に徴収
できる特別料金です。保険適用外
のため、子どもの医療費助成事業
（外来 1 回 530 円）の対象ではあ
りません。
　市では、市内に住所がある 15
歳到達後３月末（中学卒業相当）
までの子どもを対象に佐渡総合病
院を受診した際の初診時特定療養
費を助成をしています。
　なお、この助成を受けるための
手続きは不要で、会計時に請求は
されませんが、小児科以外は助成
の対象外となるため、別途 1,320
円が請求されます。

子ども若者課　子育て支援係
　☎６３―３１２６

市報さど　令和2年4月号


